
 

ＳＯＭＰＯひまわり生命「お客さま本位の業務運営方針」 

 

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（以下、「当社」）は、「お客さまの視点ですべての価値判断を行

い、保険を基盤としてさらに幅広い事業活動を通じ、お客さまの安心・安全・健康に資する最高品質のサ

ービスをご提供し、社会に貢献します。」という経営理念を掲げています。 

当社はこの実現に向け、「お客さま本位の業務運営方針」（以下、「本方針」）を定め、生命保険を基盤

にお客さまが健康になることを応援する「健康応援企業」への変革を目指してまいります。 

なお、本方針に基づく取組み状況は定期的に確認し、業務の見直しを行うとともに、その結果を公表し

ます。また、本方針はお客さまの視点で定期的に見直しを行います。 

 

 

主な取組み 

■お客さまの最善の利益の追求に向けた取組み 

・取締役の中からお客さま本位の業務運営推進統括責任者を選任し、本方針の推進、定着、進化に向けて

取り組んでいます。 

・最善の利益を追求するための経営のビジョンや背景となる考えを正しく伝達するために、経営陣が社員

と直接意見交換をする場を定期的に設定しています。 

・全営業社員約 1,000 名に対して高度の専門性を維持、向上させるため「ひまわりトレーニングセンター

室」を設置し、個々の業務・特性に則した様々な教育を行い、お客さま本位の行動が実践出来る社員の

育成を推進しています。 

・当社商品・サービスをお客さまに提供する当社業務委託代理店および生命保険募集人（以下、「代理店、

募集人」）のうち、お客さまに安心と満足を実感いただくために、お客さまのニーズを捉えたうえで、

常に最適な保険提案やアフターフォローを行い、お客さまの健康に資する有益な情報・サービスを提供

できる募集人を「ＨＬ※アドバイザー」と定義し、全国態勢構築に向け、代理店、募集人の指導、教育

を進めています。 

※「Himawari Life（ひまわり生命）」、「Health＆Linkx(リンククロス：当社が運営する健康サービスブ

ランド)」を意味しています。 

■お客さまの声を経営に活かす取組み 

・お客さまの声を最大限に活かし、商品・サービスの開発や業務改善・品質向上につなげ、お客さまの声

対応態勢の改善に向け不断に取り組んでいます。また、その改善事例を定期的に公表していきます。 

・消費生活相談員や消費生活アドバイザー等の有資格の消費者から直接ご意見・アドバイス等をいただく

会議を設置し、各取組みがお客さま視点で業務改善・品質向上となるよう努めます。 

■保険金等支払管理態勢、業務プロセスの改善 

・保険金･給付金支払いに携わる社員が最高品質のサービスを一丸となって提供し続けるため、一人ひとり

が大切にしている想いを「ひまわりクレド～保険金・給付金～」として策定し、すべてのお客さまに安

心をお届けすることで、よりご満足いただけるよう取り組んでいます。 

・保険金、給付金等の迅速かつ適時・適切な支払の確保を経営の重要課題と位置付け、お客さまの手続き

時の負担軽減と迅速かつ適時・適切な支払の安定的実践のため、支払管理態勢の進化と業務プロセスの

改善に継続して取り組んでいます。 

・お客さまの加入時利便性向上の取組みとして、タブレット端末によるペーパーレス申込を導入し、その

利用範囲を拡大するとともに、社内事務ルールや帳票等の簡素化に取り組んでいます 

方針１．お客さまの最善の利益の追求 

・当社は、コンプライアンス（法令等遵守）を事業の大前提としたうえで、お客さまの視点ですべての価

値判断を行い、最高品質の安心とサービスを提供することによって、お客さまの最善の利益を追求しま

す。 

・当社は、お客さまからのご意見・ご要望等の「お客さまの声」を真摯に受け止め、事業活動の品質向上

に活かしてまいります。 



 

■本方針の実効性向上の取組み 

・本方針に基づく取組み状況は、全取締役、監査役および執行役員が参加する経営会議の場でその十分性

を確認し、協議することとしています。なお、本方針は、当社の取組み状況、社会情勢や環境の変化お

よび他金融事業者の取組み事例を踏まえ、適宜見直しを行うこととしています。 

成果指標 

「お客さまの数※１」を成果指標として定め進捗を確認しています。なお、当成果指標は方針１～５の

共通の指標になります。 

方針１．の定着度合いを図るため、お客さまアンケート※２に基づく「お客さま満足度」を成果指標と

して定め、進捗を確認しています。また、「主な取組み」各項目の進捗を、定期的に確認しています（例：

ＨＬアドバイザーの育成状況、ペーパーレス申込の利用状況等）。 

※１：当社の総契約件数および当社が運営する健康サービスブランド「リンククロス」が提供する各種

サービスの継続利用会員数を指します。 

※２：契約時および契約後の契約内容変更時や、保険金給付金等の請求時等、各種手続き時に実施して

います。 

 

方針２．お客さまへの分かりやすい情報提供 

当社は、お客さまにとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、提供する商品、サービスの特性に

応じ、重要な情報をお客さまに適した方法で分かりやすく提供します。 

 

主な取組み 

■分かりやすい書類作成 

・お客さまにより分かりやすい情報提供を行うため、パンフレットや手続書類の作成に際しては、消費者

モニター等外部の意見を参考にしながら、お客さま目線に基づく分かりやすさを追求する取組みを行っ

ています。 

■ご高齢、障がいをお持ちのお客さまへの配慮 

・ご高齢のお客さまへの提案に際しては、配偶者や親族の方の同席、複数回の面談等をお願いすることに

より、申込内容について十分に理解いただいたうえで申し込みいただくこととしています。また、障が

いをお持ちのお客さまには、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」

に基づき、その障がいの内容に応じた合理的な配慮を行っています。 

・ご高齢、障がいをお持ちのお客さまへの各種支援サービスを実施するとともに、ご高齢のお客さまに

は、特に見やすさ、分かりやすさに配慮した各種お知らせをお送りしています。また、70 歳以上のご

契約者には、ご家族の連絡先を登録いただく「ご家族連絡先登録制度」を実施しています。 

■投資性商品にかかる情報提供 

・銀行等金融機関を通じて外貨建て保険や変額保険等の投資性商品を取り扱う場合は、お客さまに市場リ

スクをご負担いただく投資信託などと同様、当社が金融機関等に支払う販売手数料をお客さまへ情報提

供します。※現在当社は投資性商品（特定保険契約）を販売していません。 

成果指標 

方針２．の定着度合いを図るため、お客さまアンケート結果（お客さまへの情報提供の分かりやすさに

関する各種質問項目）を成果指標として定め、進捗を確認しています。また「主な取組み」各項目の進捗

を、定期的に確認しています。 

 

方針３．お客さまにふさわしい商品、サービスの提供 

・当社は、お客さまの状況、知識や経験、加入目的および加入内容等を勘案し、お客さまのご意向に沿っ

た適切な商品・サービスを提供します。 

・当社は、お客さまに万が一の際の保障に加え、健康の維持、増進という価値を提供します。契約前後に

おいてもお客さまと「健康」を軸につながり続けることによって、お客さま一人ひとりに最適な商品・

サービスを最適なタイミングで提供します。 



 

主な取組み 

■「保険」と「健康」を統合した新たな価値（Insurhealth:ｲﾝｼｭｱﾍﾙｽ）の提供 

・当社は、保険本来の機能（Insurance）と健康を応援する機能（Healthcare）を統合した従来にない新た

な価値（Insurhealth）のお客さまへの提供を通じて、契約前および契約後もお客さまの健康維持、増進

のお手伝いをさせていただくとともに、お客さまの意向の変化を把握することによって、お客さま一人

ひとりに常に最適な情報を最適なタイミングで提供しています。今後も新たな価値（Insurhealth）を継

続して提供していきます。 

■意向確認の実施 

・契約時には「意向確認書面」を作成して、お客さまに署名いただき、お客さまの要望・意向と提案内容

が一致していることを確認いただいています。その書面の写しを「お客さま控」としてお渡しすること

によって、契約後もお客さまご自身で確認できるようにしています。 

■アフターフォローの取組み 

・お客さまに常に最適な保障、サービスを提供するため、以下のアフターフォローの取組みを行っていま

す。 

① ご契約者に年に１度、契約内容や各種お手続きを案内する「保障内容のお知らせ」をお送りしていま

す。 

② お客さまとのコンタクト不足等を原因とする保険金等の請求、支払い漏れを防止するため、ご契約者

または保障対象となる方の年齢が 70 歳以上の方を対象に、高齢者現況確認を実施しています。 

③ Insurhealth第一弾として「じぶんと家族のお守り」を発売し、「健康☆チャレンジ」制度（当社の健

康サービスを利活用いただき、健康になった際に加入時にさかのぼって保険料を引き下げ、保険料差

額相当額をお受け取りいただくことができる制度）を創設して、お客さまの健康維持、増進に向けた

取組みを応援しています。また、Insurhealth 第三弾として、「笑顔をまもる認知症保険」を発売し

ており、社員自身が認知症に対する正しい知識を習得するため「認知症サポーター」取得を推進し、

お客さまが認知症・ＭＣＩの早期発見・予防に継続的に取り組むことをサポートしています。 

■健康サービスブランド「リンククロス」の提供 

・当社はご契約者に加え、健康サービスブランド「リンククロス」が提供する各種サービスの継続利用会

員の皆さまも「お客さま」であると定義し、健康維持、増進に資する各種サービスを、ご契約者のみな

らず広く一般消費者の皆さまに提供しています。 

■新たな価値（Insurhealth）を提供するポータルサイトの設置 

・お客さまへよりふさわしいサービスの提供および分かりやすい情報提供を行うため、ご契約者向けのＷ

ＥＢサービスと健康サービスブランド「リンククロス」会員向けのＷＥＢサービスを、一元的に利用で

きるポータルサイト「マイ リンククロス」としてスタートさせました。「マイ リンククロス」は、ご契

約に関するお手続き変更だけでなく、新たな価値(Insurhealth)の提供を通してお客さまが健康になるこ

とを応援し、長きにわたってお客さまとつながることを目指します。 

成果指標 

方針３．の定着度合いを図るため、お客さまアンケート結果（ご加入時、お手続き時等におけるお客さ

ま満足度）を成果指標として定め、進捗を確認しています。また、「主な取組み」各項目の進捗を、定期的

に確認しています（例：お客さまの「リンククロス」サービス利用状況等）。 

 

方針４．利益相反取引の適切な管理 

当社は、お客さまの利益を害する恐れのある取引を適切に把握する態勢を整備し、管理します。 

 

主な取組み 

■利益相反取引の管理 

・お客さまの利益を不当に害することのないよう、ＳＯＭＰＯホールディングスグループ利益相反取引管

理基本方針※に基づき、当社グループ金融機関の取引等に起因する利益相反を適切に管理しています。  

 ※ https://www.himawari-life.co.jp/company/introduction/governance/conflict/  

https://www.himawari-life.co.jp/company/introduction/governance/conflict/


 

・当社との取引関係が資産運用に係る銘柄選定に影響を及ぼすことのないよう、資産運用部門とその他の

部門との情報遮断を徹底しています。 

成果指標 

方針４．の徹底を図るため、利益相反管理の統括部署をコンプライアンス部と定め、四半期ごとにその管

理状況を確認しています。 

 

方針５．方針の定着に向けた取組み 

・当社は、社員に対し、本方針の定着に向けた動機付けの枠組みを構築し、健康経営、ダイバーシティ推進、

働き方改革に取組みます。 

・当社は、商品・サービスの提供を委託する代理店、募集人に対し、本方針の定着に向けた指導、教育を行

うとともに動機づけの枠組みを構築します。 

 

主な取組み 

■企業風土の醸成 

・本方針を全ての活動の大前提とし、全ての価値判断をお客さま視点で考え行動し、お客さま本位の業務

運営の実践・定着に向け取り組んでいます。経営自ら、お客さま本位の業務運営の実践・定着に向け、

役職員に継続的にメッセージを発信することで、お客さまへ新たな価値を提供し続ける企業文化の醸成

に努めています。 

■徹底したお客さま視点を持った社員の育成 

・社員一人ひとりがお客さまにより近いところで自ら課題を設定し、知恵を出し合い、職場・会社全体の

チームワークで改善・進化する力（現場力）を発揮できるように取り組んでいます。 

・スキルだけでなく、真にお客さまの立場になって判断し、常にお客さまに寄り添える社員の育成に取り

組んでいます。その行動や取組みを社員同士で共有し、認め褒め合うことでお客さま視点の行動を推進

していきます。 

■社員に対する適切な動機付けの枠組み 

・社員の評価制度を「仕事目標」と「行動目標（役割、役職に求められる行動の目標）」の２つで構成して

います。このうち「仕事目標」では、当方針に従い、自身・職場で取組むべきことを目標に掲げ、「行動

目標」では徹底したお客さま視点の価値判断をして行動しているかを評価の判断材料としています。 

・お客さまに新たな価値を提供し、お客さまの健康を応援する企業となるため、健康経営を実践し、ダイ

バーシティ（多様な人材を積極的に活用しようという考え方）の推進および働き方改革に取り組んでい

ます。 

■代理店、募集人の業務品質向上 

・代理店、募集人に対し、本方針に定めるお客さま視点に基づく商品・サービスの提供が適切に行える体

制が維持・改善されるよう、部門横断で改善策を策定し、業務品質向上に向けた指導・教育を行ってい

ます。 

①各種研修・教育制度等を通じた、適切な意向把握・重要事項説明・告知の取扱い等に向けた指導・教

育。 

②お客さまに対する最適な保障・サービスの継続的な提供に向けたアフターフォローに関する指導。 

③代理店自身の業務品質向上に関する改善サイクルの定着・強化に向けた支援・指導。 

■代理店制度の構築、改善 

・代理店、募集人が、お客さまの最善の利益を追求するにあたり、適切な代理店制度（業務品質向上に向

けた教育制度、当社との役割分担および評価・報酬制度等）の構築、改善に取り組んでいます。 

・当社の販売チャネルは、当社商品のみ取り扱う募集代理店（専属代理店）、複数の保険会社の商品を取

り扱う募集代理店（乗合代理店）、直販営業社員、ダイレクト販売等で構成されています。これらの販

売チャネルにおける手数料・報酬は、新契約時におけるお客さまニーズの把握や商品提案、募集事務等

のほか、ご継続サポート（名義変更や住所変更等の各種保全手続き）やお支払サポート（各種保険金・



 

給付金の請求）等、アフターフォローを含めたお客さまに対する商品やサービス提供の対価として支払

っています。 

・手数料・報酬は、当社経営の健全性確保、持続可能性に留意し、各販売チャネルにおける当社の営業効

率性、お客さまの最善の利益の追求に向けた当方針の定着状況および代理店、募集人のお客さま対応業

務品質を考慮のうえ、意向把握や比較推奨販売といった保険募集の適切性に資するよう公正に制度運用

しています。 

・これらの制度の詳細は当社ホームページにおいて公表しています。

https://www.himawari-life.co.jp/company/fee/ 

・また、当方針により当社が目指す取組みを実現している代理店、募集人を表彰し、その代理店、募集人

を模範とすることで、当方針の定着を図っています。 

・お客さまに有益な具体的な取組みとして、ペーパーレス申込手続き、マイリンククロス登録数や「健康

☆チャレンジ」のフォロー率等を報酬・表彰制度の評価項目に取り入れ、代理店の本方針の定着に向け

た動機づけをしています。 

■社外目線での取組みの評価 

・社外有識者からの助言等をもとに、各取組みがよりお客さまの視点となるよう努めてまいります。 

成果指標 

（社員）方針５．の定着度合いを図るため、社員の意識調査を行い、進捗を確認しています。また、「主な

取組み」各項目の進捗を、定期的に確認しています（例：働き方改革の定着、進捗状況等）。 

（代理店、募集人）方針５．の定着度合いを図るため、お客さまアンケート結果（代理店、募集人の対応）

および代理店、募集人の意識調査を成果指標として定め、進捗を確認しています。また、「主な取組み」

各項目の進捗を、定期的に確認しています（例：代理店制度の構築、改善状況等）。 

 

以上 

2017年 6月 1日制定  

2018年 6月26日改定  

2018年12月 1日改定  

2019年 4月 1日改定 

2019年 6月28日改定 

2019年 10月1日改定 
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